
 

 

用途地域等の見直し都市計画市素案について 

 

１ 用途地域等の見直しの進捗状況 

令和４年 10 月に都市計画市素案（案）（以下「市素案（案）」）を公表し、説明会、縦覧

及び意見書の受付を実施しました。 

今後、都市計画市素案（以下「市素案」）を公表し、説明会、縦覧等の都市計画手続き

を進めます。 
 

２ 市素案の作成にあたって 

市素案（案）に対して、意見書をいただいた地区については、あらためて現地や土地利

用の状況を確認し、特に、自治会から意見書等が出された地域では、ヒアリングや意見交

換を行い、必要な部分を修正のうえ市素案を作成しました。 

市素案（案）に対する意見の要旨と市の考え方については、市素案の公表に併せて都市

計画課のホームページに公表します。 
 

３ 市素案（案）から市素案への修正点(太字アンダーラインが修正部分) 

見直しの内容 
市素案（案） 市素案 

地 区 面 積 地 区 面 積 

① 第一種低層住居専用地域から 

第二種低層住居専用地域への変更 ※１ 
96 約 349 ha 

95 

(▲1) 

約 342 ha 

（▲7ha） 

② 特別用途地区の指定 ※２ 4 約 819 ha 4 
約 816 ha 

(▲3ha) 

③ 第一種低層住居専用地域内の指定容積率

の変更（修正なし） 
13 約 154 ha 13 約 154 ha 

④ 工業系の用途地域から住居系の用途地域

への変更（修正なし） 
2 約 11 ha 2 約 11 ha 

⑤ 軽易な変更等（修正なし） 6 約 44 ha 6 約 44 ha 

合 計 
121 約 1,377ha 

120 

(▲1) 

約 1,367 ha 

（▲10ha） 

※１ 建築協定に準じたまちづくりを行う意向が確認できた 1地区を区域から除外 
※２ 建築協定区域に囲まれた公園・学校等を区域から除外など 

 

４ 今後の流れ（予定） 

時 期 内 容 

令和５年５月 29 日 「市素案」「市素案（案）に対する意見の要旨と市の考え方」の公表 

令和５年６月 30 日 

～７月 28 日 

市素案説明会の開催（市内 16 か所で会場開催 及び 動画配信） 

 

令和５年７月 14 日 

～７月 28 日 

市素案の縦覧及び閲覧 

令和５年９月６日 公聴会の開催(公述申出があった場合) 

令和５年 12 月頃 都市計画案の公表、縦覧・意見書の受付 

令和６年以降 都市計画審議会での審議 

都市計画変更の告示 

建築・都市整備・道路委員会 

令 和 ５ 年 ５ 月 2 6 日 

建 築 局 

裏⾯あり 



■ 市素案(案)に対する意見の要旨と市の考え方（概要） 

意見の分類 市の考え方（概要） 

ア 現行の用途地

域等の維持を希望

する意見 

【37 件】 

○これまで郊外部などに広く指定した第一種低層住居専用地域では良好な住環

境が形成されてきましたが、少子化及び超高齢社会の進行、建築物の老朽化な

ど、様々な課題が顕在化しています。特に、高齢化の進行は、地域住民の方々

の生活圏域の変化に繋がり、さらには起伏に富んだ地形の住宅地も多いこと

から、最寄りの日用品店舗までの距離が遠いなど、生活利便性の面で大きな課

題が生じています。 

○そのため、店舗等の立地が制限されている第一種低層住居専用地域が広がる

エリアにおいては、建築協定等の区域やそれに準じたまちづくりの動きがあ

る区域を除き、将来を見据えて、用途地域の見直しが必要だと考えます。 

○なお、ご意見をいただいた地区のうち、地区内の多くの方が現在の住環境を維

持したうえで、今後、建築協定に準じたまちづくりを行いたいとの意向が確認

できた地区については市素案の予定区域から除外しています。 

 

イ 都市計画市素

案（案）のとおり変

更を希望する意見

【４件】 

○市素案（案）のとおり、変更を希望する意見として承りました。 

ウ 見直しに際し

て環境配慮の対策

等を要望する意見

【９件】 

○今回の特別用途地区では、周辺住環境への配慮事項として、建築物の用途に応

じ、前面道路の幅員や接道の長さ、隣地からの外壁後退、排気フード等の設置

制限、駐車場の設置や出入口位置等の制限を条例に定める予定です。 

 

エ 見直し候補地

区への追加を希望

する意見【９件】 

○今回の用途地域等の見直しは、市内全域で一律の基準により候補地区を選定

しました。いただいたご意見は、今後の用途地域等の見直しの参考とさせてい

ただきます。 

 

オ 周知・進め方

に関する意見 

【４件】 

○今回の用途地域等の見直しでは、都市計画法に基づく都市計画手続を行う前

に、市素案（案）について市民のみなさまのご意見を伺うため、市内 16 か所

での説明会や動画配信での説明を行い、あわせて市素案（案）の縦覧及び意見

書の受付を実施しました。 

○周知方法については、記者発表や候補地区へのリーフレット全戸配布、広報よ

こはま掲載、ＳＮＳの活用等により周知を行いました。市素案についても、同

様の周知を行う予定です。 

○周知・進め方に関するご意見は、今後の用途地域等の見直しの手続の参考とさ

せていただきます。 

カ 意見募集対象

以外の意見【８件】 

○今回の意見募集の内容に直接関係するものではありませんが、頂いたご意見

は今後のまちづくりの参考とさせていただきます。 
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